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富里市環境基本計画中間見直し策定支援業務  

公募型プロポーザル実施要領  

 

１  目的  

本実施要領は、富里市環境基本計画中間見直し策定支援業務を受託す

る事業者の選定手続に必要な事項を定めることを目的とする。  

 

２  業務の概要  

（１） 業務の名称  

富里市環境基本計画中間見直し策定支援業務  

（２） 業務内容  

別紙「富里市環境基本計画中間見直し策定支援業務仕様書」のとおり 

（３） 契約締結の翌日から令和９年３月３１日まで  

（４） 委託上限額  

８，４５５，０００円（消費税及び地方消費税を含む）  

 

３  選定方式  

公募型プロポーザル方式  

 

４  プロポーザル参加資格要件  

富 里 市 環 境 基 本 計 画 中 間 見 直 し 策 定 支 援 業 務 （ 以 下 「 本 業 務 」 と い

う。）に係る企画提案に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす

こととする。  

（１） 富里市入札参加業者資格者名簿に次の要件で登載されている者。  

ア  登録部門  委託  

イ  大分類  調査・計画  

（２） 本委託の公募開始の日から候補者決定の日までの間に、富里市建設

工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている日が

含まれていない者。  

（３） 過去５年以内（令和３年度～令和７年度）に、同種業務又は類似業

務の受託実績を有すること。  

※同種業務：環境基本法に基づく地方公共団体の環境基本計画策定に

係る業務  

※類似業務：環境に関する計画の策定・調査に係る業務  

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条の規定に該当しないものであること。  

（５） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しないこと。  

（６） 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく再生手続き開始の申立

中又は再生手続中でないこと。  

（７） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始

の申し立てをしていないこと。  
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５  プロポーザル実施スケジュール   

内  容  日  時   

実施要領等の公表  令和８年５月１２日（火）  

質問の受付期限  令和８年５月２０日（水）午後５時  

質問への回答期限  令和８年５月２２日（金）  

参加申込書の提出期限  令和８年５月２７日（水）午後５時  

参加資格審査（書類審査）結果

通知  

令和８年５月２９日（金）通知  

企画提案書等の提出期限  令和８年６月  ９日（火）午後５時  

プレゼンテーション  令和８年６月１６日（火）※予定  

審査結果通知  令和８年６月２２日（月）※予定  

契約の締結  令和８年６月２６日（金）※予定  

 

６  実施要領等の公表  

（１） 公表  

令和８年５月１２日（火）  

（２） 実施要領等の取得方法  

富里 市ホ ーム ペ ー ジ（ h t t p s ： / / ｗ ｗｗ . c i t y . t o m i s a t o . l g . j p ）  

から取得すること。  

 

７  質問の受付及び回答  

（１） 受付期間  

令和８年５月１２日（火）から令和８年５月２０日（水）午後５時  

まで  

（２） 提出方法  

質問書（任意様式）に記入の上、持参又は電子メールで提出すること。 

※  電子メールで提出する場合、送信後に確認の電話を入れること。  

（３） 回答期限  

令和８年５月２２日（金）  

（４） 回答方法  

富里市ホームページに掲載。  

※  【注意事項】訪問、電話、ファックス、口頭等での質問は受け

付けないこととする。  

なお、質問及び回答については本要領に関するものとし、それ

以外のものや、単なる意見の表明と解されるもの等には、回答し

ない場合がある。  

 

８  参加申込の受付等  

（１） 参加申込書の受付期間  

令和８年５月１２日（火）から令和８年５月２７日（水）午後５時まで 

（２） 提出書類  

ア  参加表明書（様式１）  

・代表者印を押印の上、提出すること。  

イ  会社概要及び実績報告書（様式２）  

・業務実績は、過去５年以内（令和３年度～令和７年度）に受託し  
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た同種又は類似業務について、完了年度が直近のものから記載す  

ること。  

・主な業務経歴が５件以上ある場合は、同種業務を優先的に記載す  

ること。  

・実績ごとの契約書の写し（受注実績が確認できるもので、契約名  

がわかる部分のみでよい）を添付すること。  

ウ  配置予定者の経歴等（様式３）  

・主な業務経歴は、過去５年以内（令和３年度～令和７年度）に携  

わった同種又は類似業務について、完了年度が直近のものから記  

載すること。  

・主な業務経歴が５件以上ある場合は、同種業務を優先的に記載す  

ること。  

・配置予定者がどのような立場で記載する業務に携わっていたのか  

わかる資料を添付すること。  

・本業務を担当する配置予定者ごとに作成することとし、様式は適  

宜複写して使用すること。  

エ  誓約書（様式４）  

・代表者印を押印の上、提出すること。  

（３） 提出部数１部  

（４） 提出方法及び提出場所  

担当部署へ持参又は郵送で提出すること（８（ 1）の期間内必着）。  

（５） 辞退する場合  

参加表明書を提出した後、参加を辞退する場合は、プロポーザル参  

加辞退届（様式５）を担当部署へ持参又は郵送で提出すること（郵送  

の場合は、８（ 1）の期間内必着）。  

 

９  参加資格の審査  

参加表明書の提出者のプロポーザル参加資格の有無については、「４  

プロポーザル参加資格要件」及び「８（２）提出書類」の完備を確認す  

ることにより決定し、令和８年５月２９日（金）に、参加表明書の提出  

者に対して通知する。  

 

１０ 企画提案書の提出  

（１） 提出書類  

参加資格を得た者は、次に掲げるア～オの書類をまとめて、左綴じに  

  したものを１５部（正本１部・副本１４部）提出すること。  

ア  表紙  

様式自由、Ａ４判縦向き、片面印刷、１枚。「富里市環境基本計  

画中間見直し策定支援業務委託プロポーザル企画提案書」と記載し、  

提案者名を明記すること。（押印不要）  

イ  企画提案書  

様式自由、Ａ３判横向き、両面印刷可、３枚（６ページ）まで。  

文字の方向は、横書き、文字の大きさは１２ポイント以上とする。  

Ａ４判に合わせて片袖折りにして綴ること。  

内容の構成は、次に掲げるⅠ～Ⅵに掲げる事項ごとに項目立てす  

ることとする。  
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Ⅰ  基礎調査  

環境データに関する整理や考え方について記すこと。  

Ⅱ  基本的事項  

国内外及び本市の環境行政に対する考え方について記すこと。  

Ⅲ  施策の体系と展開  

個別目標は施策の指標等に対する考え方について記すこと。  

Ⅳ  環境の現状  

本市の現状把握及び課題解決に対する考え方について記すこと。  

Ⅴ  生物多様性地域戦略  

生物多様性地域戦略に対する考え方について記すこと。  

なお、構成は章立て型とすること。  

Ⅵ  独自性  

本市の地域特性等を踏まえた独自の提案など、特筆すべき内容  

について記すこと。  

ウ  業務実施方針及び手法  

様式自由、Ａ４判、片面印刷、１枚とする。  

エ  業務工程表  

様式自由、Ａ４判、片面印刷、１枚とする。  

また、最低限として令和８年１２月末までにパブリックコメント  

に対する素案提出を行う工程とすること。  

オ  見積書、内訳書  

様式自由、いずれもＡ４判、両面印刷可、合計数枚程度までとす  

る。見積書の金額については、消費税及び地方消費税を除いた価格  

と税込価格を並記すること。  

（２） 提出期限  

令和８年６月９日（火）午後５時まで  

（３） 提出方法及び提出場所  

担当部署へ持参又は郵送で提出すること。  

（郵送の場合は、上記提出期限内必着）  

 

1 1  事業者の審査・選定  

事業の選定に当たっては市職員による選定委員会を設置し、企画提案書  

等の提出書類及びプレゼンテーションの内容を審査し、優先交渉権者１者  

を選定する。  

なお、プロポーザルの参加事業者が１者の場合であっても審査を行い、  

基準点を満たした場合は委託事業者として選定する。  

（１） 審査方法  

プレゼンテーション方式とし、「１ ２審査基準」に基づき審査する。  

（２） 実施日  

令和８年６月１６日（火）※予定  

なお、開始時間は個別に連絡することとする。  

（３） 実施方法  

提案内容に係るプレゼンテーションの実施、その後、提案に対する  

質疑応答を行う。  

（４） 出席者  

本業務を担当する配置予定者を含む２名以内とする。  
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（５） 順番  

申 込 受 付 順 と す る 。  

（６） 審査結果の通知  

書面にて通知する。また、選定結果については、市ホームページに  

掲載する。  

（７） プレゼンテーション等の注意事項  

ア  プレゼンテーションでは、企画提案書又はその記載内容をプレゼ  

 ンテーション用ソフト等で表現したもののみを用いることとし、新  

たな内容の資料や動画の使用は認めない。  

参加者は、必要に応じてプレゼンテーション用のデータが入った  

パソコンを持参すること。マイク、アンプ、プロジェクター及びス  

クリーンは、事務局が用意する。  

イ  選定委員会は非公開とする。  

 

１２ 審査基準  

プロポーザルは「富里市環境基本計画中間見直し策定支援業務受託候  

補者審査基準」に基づき審査し、審査基準の項目ごとの点数を合計し、  

総合得点により順位を決定する。  

総合得点が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。  

ただし、その者と合意に至らなかった場合には、次に総合得点が高い  

者から順に交渉を行う。  

提案者の総合得点が同点となった場合は、以下（２）の項目における  

 合計得点が高い者を上位とし、（２）の項目における合計得点について  

も同点である場合は、見積価格の低い者を上位とする。  

なお、総合得点の満点（１，１９０点）の６割（７１４点）を最低基

準点とする。  
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（１）業務遂行体制に関する評価（事務局評価）

評価項目 

1.企業評価 
確実性 

迅速性 

2.配置予定者 

評価 
業務遂行力 

 

評価の視点 
配点

(100) 

同種業務又は類似業務の実績をどの程

度有しているか。 
30 

業務実施事業所の所在地 10 

業務遂行に必要な人員が十分に確保さ

れているか。 

業務に携わる経験が十分に備わってい

るか。 

60 

 

（２）企画提案内容に関する評価（委員評価） 

項目 評価の視点 
配点

(990) 

1.理解度 

業務の仕様等を理解しているか。 
45 
5点×9名 

国、県の動向、関係法令、上位関連計画や先進事例

を踏まえたものであるか。 
45 
5点×9名 

2.現状把握及び 

課題解決 

本市の現状を把握し、計画中間見直し策定におい

て考慮すべき課題を的確に抽出し、課題解決のため

の手法が具体的に記されているか。 

90 
10点×9名 

3.実施手順 

工程において、具体的な実施フロー、実施手順が

示されており、その内容が優れているか。また、そ

の妥当性に加え、無理のない適切な工程が組まれて

いるかどうか。 

90 
10点×9名 

4.基礎調査 
環境データに関する整理や考え方について、効果

的な提案がなされているか。 
90 
10点×9名 

5.基本的事項 
国内外及び本市の環境行政の動向に対する考え方

は適切であるか。 
90 
10点×9名 

6.施策の体系

と展開 

個別目標や施策の指標等に対する考え方は適切で

あるか。 
90 
10点×9名 

7.生物多様性地

域戦略 

生物多様性地域戦略に対する考え方は適切である

か。 
90 
10点×9名 
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8.実現性 
提案内容に説得力がある実現可能な提案となってい 

るか。 
90 
10点×9名 

9.意欲等 

業務に取り組む意欲が感じられるか。 

説明が分かりやすく、質疑に対して的確に対応して 

いるか。 

90 
10点×9名 

10.独自性 
本市の地域特性等を踏まえた独自の提案など、特筆 

すべき内容において優れているか。 
180 
20点×9名 

 

（３）見積額に関する評価（事務局評価） 

項目 評価の視点 
配点

(100) 

1.提案価格 
配点×（全体の最低見積金額÷当該見積金額） 

※少数点以下第２位を四捨五入 
100 

 

１４ 提案者の失格 

（１） 参加資格の要件を満たさなくなった場合 

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３） 審査の公平性を害する行為があった場合 

（４） 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等、選定委員会 

の委員長が失格であると認めた場合 

 

１５ その他留意事項 

（１） このプロポーザルに参加する費用は、すべて参加者の負担とする。 

（２） 提出期限以降の書類の差替え及び再提出は、原則として認めない。 

（３） 提出された書類は返却しない。 

（４） 企画提案書等は、事業者選定に伴う作業に必要に応じ、複製する場合があ る。 

（５） 本プロポーザルに係る情報開示請求があった場合は、富里市情報公開条例に基づき、 

提出書類を開示する場合がある。 

 

１６ 担当部署（事務局） 

富里市経済環境部環境課（担当：関口、東門口
とうもんぐち

、榊󠄀原） 

〒286-0292 千葉県富里市七栄６５２番地１ 

TEL：0476-93-4945(直通) FAX：0476-93-2101 

e-mail：kankyou@city.tomisato.lg.jp 


